JARL　倉敷クラブ　アワード規約
1 　目的
　JARL倉敷クラブが新しくアワードを発行し、ＪＡＲＬ倉敷クラブをPRする事とアマチュア無線の活性化図る事を目的とする。

2 期間
（交信）すべての交（受）信はJARL倉敷クラブ創立日1959（昭和34）年9月13日以降を
有効とする。バンド,
（受付）受け付け開始は１９７６年８月１日より受付いたします。

3 発行者
　　　　ＪＡＲＬ倉敷クラブ

4 ルール
　　　倉敷市内の局と交（受）信し、次のポイントを得る。
	クラス　A
	１００ポイント

	クラス　B
	５０ポイント

	クラス　C
	３０ポイント

	クラス　D
	２０ポイント



	JARL倉敷クラブ（JA4YAB）のクラブ員との交（受）信は
	　４ポイント

	その他の倉敷市内の局との交（受）信は
	　２ポイント



1. バンド、モードが異なっても同一局は１回のみ有効とする。
2. クロスバンド交信は無効とする。
3. 移動先明記の倉敷クラブ員のQSLは有効とする。
4. 他地域からの倉敷市内での移動運用は認めない。
5. １９７６，８，１　より発行
6. クラブ員の確認は、このホームページの「クラブ員名簿」にてご確認下さい。

⑤　発行は全世界のアマチュア局。及び　ＳＷＬ局

⑥　アワードの番号は先着順に発行する。

⑦　特記は.BAND,MODEのみとする。

⑧　申請方法、その他
　　　申請手数料　　無料	
アワードはＪＰＧ画像で作成し、申請者にメール添付で発送する。

申請先
　　　ＪＡ４ＢＭＮ　　原田　　　　　E-mail　：　ｊａ４ｂｍｎ＠ｊａｒｌ．ｃｏｍ

なお　紙申請用紙の希望者は、ＪＡ４ＢＭＮ　原田　にメールで問い合わせの上
返信封筒に住所氏名を記入し切手を貼って送って来て下さい。
　お問い合わせはja4bmn＠jarl.com 又はJARL倉敷クラブホームページ「情報交換室」まで。
